
 
な
ら
食
と
農
の
魅
力
創
造
国
際
大
学
校
実
践

棟
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
六
年
七
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 
 

奈
良
県
規
則
第
十
三
号 

 
 

 

な
ら
食
と
農
の
魅
力
創
造
国
際
大
学
校
実
践

棟
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則 

な
ら
食
と
農
の
魅
力
創
造
国
際
大
学
校
実
践

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

第
四
条
第
一
項
中

一
月
一
日
か
ら
同
月
四
日
ま
で
及
び
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま

で

を

設
け
な
い
も
の

に
改
め

同
条
第
二
項
中

休
館
日
を
変
更

又
は

を
削
る

 

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と

 

第
十
二
条
中

第
九
条

を

第
十
条

第
十
三
条
の

を

第
十
四
条
の

第
十

三
条
中

を

第
十
四
条
中

に
改
め

同
条
を
第
十
三
条
と
す
る

 

第
十
一
条
第
二
項
中

開
館
時
間
及
び

を

実
践

の
開
館
時
間
を
変
更

又
は
実

践

棟
の

変
更
す
る

を

設
け
る

に
改
め

同
条
を
第
十
二
条
と
す
る

 

第
十
条
を
第
十
一
条

第
九
条
を
第
十
条

第
八
条
を
第
九
条
と
し

第
七
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る

 

 

第
八
条 

条
例
別
表
第
一
の
一
の
表
の
備
考
に
規
定
す
る
近
傍
同
種
の
宿
泊
施
設
の
宿
泊
料
金
そ
の
他

の
事
情
を
勘
案
し
規
則
で
定
め
る
日

次
に
掲
げ
る
日

 

 

一 

三
月
二
十
三
日
か
ら
五
月
五
日
ま
で
の
日 

二 

八
月
十
一
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で
の
日 

三 

十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
日 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
日
以
外
の
日

次
に
掲
げ
る
日 

ア 

土
曜
日 

イ 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る

に
規
定
す
る
休
日
の

前
日 

 

第
三
号
様
式
中

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

 

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

第
1
0
条
関

係
 

第
1
1
条
関

係
 



 
こ
の
規
則

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
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